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。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
日
ソ
共
同
宣
言
に
係
る
大
学
教
授
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の
共
同
宣
言
（
昭
和
三
十
一
年
条
約
第
二
十
号
）
は
、
昭
和
三
十
一
年

十
二
月
十
二
日
に
締
結
さ
れ
た
両
国
間
の
国
際
約
束
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
る
。

三
、
四
、
七
及
び
八
に
つ
い
て

個
人
の
執
筆
し
た
文
書
に
お
け
る
個
別
の
記
述
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え

た
い
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
会
合
に
は
和
田
春
樹
東
京
大
学
名
誉
教
授
が
参
加
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
個
人
の
見
解
に
関
し
て
は
、

政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

六
に
つ
い
て

一



ロ
シ
ア
連
邦
政
府
関
係
者
の
認
識
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
私
的
外
交
」
と
の
用
語
は
、
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
日
本
政
府
の
立
場
か
ら
離
れ
た
方
針
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
、
北
方
四
島
の
帰
属
の
問

題
を
解
決
し
て
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
の
方
針
の
下
、
行
っ
て
き
て
い
る
。

十
二
及
び
十
三
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
三
月
の
森
喜
朗
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
ロ
シ
ア
連
邦
訪
問
に
際
し
、
東
郷
和
彦
外

務
省
欧
州
局
長
（
当
時
）
は
、
同
内
閣
総
理
大
臣
を
補
佐
す
る
た
め
同
訪
問
に
同
行
し
、
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
（
当
時
）

は
、
同
内
閣
総
理
大
臣
を
支
援
す
る
た
め
自
由
民
主
党
を
代
表
し
て
同
訪
問
に
同
行
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

に
要
し
た
費
用
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
資
料
の
保
存
期
間
が
経
過
し
て
い
る
た
め
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

二



い
。

三


